
第２回 上田市上下水道審議会 次第 

 

日 時  平成３０年１１月７日（水）午後２時開会 

場 所  真田地域自治センター３階 講堂 

 

１ 開会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 議事 

（１） 前回審議会での意見・質問に対する回答について（資料 １） 

 

（２） 平成２９年度決算の概要について（資料 ２、３、４） 

ア 水道事業会計 

イ 公共下水道事業会計 

ウ 農業集落排水事業会計 

 

（３） 上田市水道ビジョン（案）について（資料 事前送付した冊子、資料 ５） 

 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉会 

 

※次回開催日程等   

 日時  平成３０年１２月１１日（火）午後２時 

     場所  真田地域自治センター３階 講堂 

     内容  上田市水道ビジョン（案）について 

         上田市下水道ビジョン（案）について 

         上下水道料金徴収等業務包括民間委託の検証・評価について 等 
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第 1 回上下水道審議会で出された意見質問等 

 

意見質問等 回  答 

 

①  重点目標の 5番目にある「災害に強

い体制の構築」の中で集中豪雨に対す

る対策を打ってもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 【上下水道局】 

集中豪雨を含む大雨時の対策につきま

しては、「上田市地域防災計画・風水害対

策編」におきまして、上下水道施設の予防

計画及び応急活動について明記されてお

ります。 

 

【水道事業】 

水道水を河川から取水する石舟、染屋、

腰越浄水場のついては、集中豪雨により取

入口のスクリーンにゴミが付着し取水低

下となる恐れがあります。昼夜２４時間体

制で監視モニターの確認、集中監視システ

ムの取水状況確認をすると共に、定期的に

現地を確認しゴミの除去を行なうよう徹

底してまいります。また、濁度が上昇した

場合は、浄水場で凝集剤注入量を調節し、

ろ過池まで土砂堆積がないよう努めてま

いります。原水濁度が 1000度を超えた場

合は、一時的に取水制限（ピークカット）

を行なうなど対策も実施してまいります。 

湧水水源の角間、菅ノ沢水源について

は、集中豪雨等の影響を受けやすいので集

中監視システムの確認と現地での濁度、色

度状況を確認して基準値を超えそうな場

合は、昼夜２４時間体制で簡易浄水器に切

替作業が出来る体制を取ってまいります。 

次に集中豪雨により河川等に土砂堆積

して取水不良等が発生した場合は、その浄

水場では飲料水を造ることが出来ません

ので、他の浄水場エリアから送水可能か検

討し最小限の断水区域となるように検討

します。断水となる区域には広報活動をす

ると共に避難場所等に対して給水車、給水 

平成３０年１１月７日 

上下水道審議会 

資 料 １ 
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意見質問等 回  答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タンク等により応急給水を実施します。ま

た、被災箇所の復旧についても並行して行い

ます。被害状況の把握、復旧計画の策定、復

旧体制の確立を行い早期の復旧を行います。

規模が大きくなり給水活動や復旧活動が困

難となる場合は、長野県市町村災害時相互応

援協定により他市町村から応援給水、復旧要

員、資材、重機等の確保を行います。 

 

【下水道事業】 

上下水道局において策定した「緊急対応

マニュアル」では、大雨による被害想定と

して、溢水、停電、管路閉塞、処理場にお

ける被害等の対策について、それぞれ、初

動体制から応急対策等について明記してお

ります。 

   当市の下水道は、農業集落排水施設を含

め汚水のみを処理する方式を採用している

ため、基本的には雨水の影響を受けない構

造となっております。 

しかし、雨天時の際は、下水道管渠の経

年劣化等による浸入水等の影響があり、汚

水量が増加する傾向にあります。そのため、

下水処理施設（処理場）におきましては、

流入量に応じた設備の運転調整等の対応を

行っております。 

本年７月の西日本豪雨の際には、①処理

場・ポンプ場（マンホールポンプ含）の浸

水や周辺の浸水による停電に伴う機能停

止、②道路陥没や土砂流入等による管路の

破損・閉塞など、中国地方を中心に多数の

被害がありました。 

   これらの対応策として、①処理場・ポン

プ場等におきましては、簡易処理（処理工

程の簡略化）による汚水の放流や発電機の 
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意見質問等 回  答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  下水道の処理を行う際にメタン

ガスが発生し、その処理として焼却

していると思うが、その熱を発電や

温水に変えるといったビジョンは

取り入れられるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稼働、②管路につきましては、応急仮復旧

により、ライフラインとして最低限の機能

を確保する対策等が取られております。 

 今後、当市におきまして同様の被害が発

生した場合には、「上田市地域防災計画」や

「緊急対応マニュアル」等により対策を実

施するほか、被害の規模によっては、日本

下水道事業団等の関係機関の支援を受けな

がら、対策を行ってまいります。 

併せて日々の備えが重要になることか

ら、定期的に災害を想定した訓練を行うと

共に、他自治体の事例等を参考に、必要に

応じ、マニュアル等の見直しを行ってまい

ります。 

 

②  下水道施設におけるエネルギー資源とし

ては、下水汚泥を処理する過程で発生する

消化ガスのほか、下水熱などの未利用エネ

ルギーがあります。現在、汚泥消化ガスは、

焼却炉の焼却燃料として、また、ガスを燃

料とする公用車に利用しています。 

新たな下水道ビジョンでは、これらのエ

ネルギー資源について、現在の利用方法の

ほか、未利用エネルギー（下水熱）を含め

て「新たなエネルギー（資源）」として捉え、

その中で「地域における資源・エネルギー

の循環に向けて、地域のニーズや特性の調

査を踏まえた検討を行い、資源の有効利用

や計画について、調査研究を行う。」内容と

しています。 

 

 

















※　当年度純利益、減価償却費は資本的収入における内部留保資金となる。

1 1 1

2 2 2

3 3 3　この結果、当年度純利益は4億3,551万円余となった。 　この結果、当年度純利益は、8億7,861万円余となった。 　この結果、当年度純利益は、1億6,204万円余となった。

　収益的支出は、支払利息は減少したが、減価償却費、維持管理経
費の増加により23億2,380万円余となり、前年比2.1％増となった。

　収益的支出は、維持管理経費は増加したが、減価償却費、支払利
息が減少したこと等により、52億5,574万円余となり、前年比1.7％
減となった。

　収益的支出は、減価償却費、支払利息等の減少により、13億
2,685万円余となり、前年比2.7％減となった。

【決算の状況】 【決算の状況】 【決算の状況】

　収益的収入は27億5,931万円余となり、前年比0.4％増となった。
水道料金収入は、給水戸数の増加等により0.6％増加した。

　収益的収入は61億3,436万円余となり、前年比0.2％減となった。
下水道使用料収入は、水洗化人口の増加等により1.0％増加した。

 収益的収入は14億8,889万円余となり、前年比1.3％減となった。
農集排使用料収入は、水洗化人口減少はしているが水洗化戸数の増
加により0.4％増加した。

    平成２９年度上田市上下水道事業会計決算の概要

水道事業会計 公共下水道事業会計 農業集落排水事業会計

内部留保資金 

3,027,656 

企業債 

246,100 

31.2% 
国庫補助金 

167,486 

21.2% 

一般会計繰入金 

310,671 

39.3% 

受益者 

負担金等 

65,532 

8.3% 

建設改良費 

637,080 

16.7% 

借入金の償還 

3,180,365 

83.3% 

公共使用料 

2,453,374 

40.0％ 

長期前受金戻入 

1,367,125 

22.3％ 
一般会計 

繰入金など 

2,296,699 

37.4％ 

特別利益 

17,163 

0.3％ 施設維持管理 

経費など 

1,024,345 

  19.5％ 

減価償却費など 

3,302,442 

62.8% 

支払利息 

928,960 

17.7% 

当年度純利益 

878,614 

内部留保資金 

収入 
6,134,361 

 
5,255,747 

支出 

収入 
789,789 

 
3,817,445 

支出 

収入が支出に対して不足する

額（使用料収入などにより蓄

えられた資金で補てんしてい

る。） 

水道料金 

2,245,763 

81.4％ 一般会計繰入金 

など 

 184,458 

 6.7% 

長期前受金戻入 

329,097 

11.9% 

施設維持管理 

経費など 

1,078,002 

46.5% 
減価償却費など 

1,080,164 

46.5% 

支払利息 

165,641 

 7.0% 

当年度純利益 

435,510 

内部留保資金 

918,281 

 

企業債 

585,300 

71.3% 

国庫補助金 

141,612 

17.3% 

一般会計繰入金 

75,737 

9.2% 

負担金等 

18,464 

2.2% 

建設改良費 

1,153,741 

66.3％ 

借入金の償還 

585,653 

33.7％ 

収入 
2,759,318 

 
2,323,807 

支出 

収入 
821,113 

 
1,739,394 

支出 

収入が支出に対して不足す
る額（料金収入などにより
蓄えられた資金で補てんし
ている。） 

内部留保資金 

488,160 

国・県補助金 

8,700 

2.7% 

 

一般会計繰入金 

282,084 

88.1% 新規加入金 

29,486 

9.2% 

建設改良費 

37,068 

4.6% 

借入金の償還 

771,362 

95.4% 

農集排使用料 

388,792 

26.1% 

長期前受金戻入 

424,705 

28.5% 一般会計 

繰入金など 

673,536 

45.3% 

特別利益 

1,863 

0.1% 施設維持管 

理経費など 

349,038 

26.3% 

減価償却費など 

776,051 

58.5% 

支払利息 

201,765 

15.2% 

当年度純利益 

162,042 

内部留保資金 

収入 
1,488,896 

 
1,326,854 

支出 

収入 
320,270 

 
808,430 
支出 

収入が支出に対して不足する

額（使用料収入などにより蓄

えられた資金で補てんしてい

る。） 

総収支比率 
 118.7％ 

総収支比率 
 116.7％ 

収益的収支：3条予算 
（当該年度の経営活動で発生する収益と、それに対応する費用) 

資本的収支：4条予算 
（施設建設等の投資及び借入金の償還で発生する支出と、そ
れに対応する収入） 

収益的収支：3条予算 
（当該年度の経営活動で発生する収益と、それに対応する費用) 

収益的収支：3条予算 
（当該年度の経営活動で発生する収益と、それに対応する費用) 

資本的収支：4条予算 
（施設建設等の投資及び借入金の償還で発生する支出と、そ
れに対応する収入） 

資本的収支：4条予算 
（施設建設等の投資及び借入金の償還で発生する支出と、そ
れに対応する収入） 

内部留保資金 

平成３０年１１月７日 

上下水道審議会 
資 料 ３ 

総収支比率 
 112.2％ 



　減価償却費の仕組み

（１）　減価償却費とは

（2）　減価償却のイメージ

翌年度以降⇒

H28 H29 H30 H31 H32 H33

※1　計算方法は定額法、残存価額は省略、減価償却の始期は翌年度の条件で作成。

　 　　また、分かりやすいように耐用年数は実際の年数と異なります。

※2　耐用年数は「地方公営企業施行規則」により資産ごと定められています。

（支出における減価償却費のイメージ）

200千円 200千円 200千円 200千円 200千円

企業債利息 維持管理費

収　益　的　支　出

機械設備
整備

200千円

200千円

減価償却費
※費用として計上されるが、実際には現金
は支払われていないため、施設整備等の

財源として使われる。（次ページ参照）

200千円

200千円

200千円1,000千円 

 例えば、水道水の給水に必要な機械設備は一度整備すると何年間も使用することができます。この

整備に使った費用を整備した年度に全て費用として経理するのではなく、使う年数（「耐用年数」とい

う）に割り振って少しずつ費用として経理していく仕組みのことを「減価償却」といいます。また、各年度

において、この仕組みで計算された費用のことを「減価償却費」といいます。 
 減価償却費は実際に現金の支払いがされているわけではないため、この支払われなかった減価償
却費分の現金は手元に残ることになり、施設整備等の財源として使われます。 

 Ｈ28年度に1,000千円の機械設備を整備し、耐用年数が5年の場合。 

耐用年数に均等に割り当て、毎年の「減価償却費」として費用計上。 

平成３０年１１月７日 

上下水道審議会 

資 料 ４ 



　公営企業会計の経理の仕組み

（１） 収益的収支と資本的収支

  地方公営企業の経理は、その企業活動を正確に把握するため、収益的収支（3条予算）と、

資本的収支（4条予算）に区分し、複式簿記で管理しています。

①収益的収支

  地方公営企業の企業活動に伴い、年度内に発生すると見込まれる全ての収益と、収益を

得るためにかかった全ての費用をいいます。費用には、人件費や修繕費など実際に現金の

支出を伴うものと、減価償却費のように現金の支出を伴わないものに分かれます。

②資本的収支

  企業の将来の経営活動に備えて行う建物・施設等の建設改良及び建設改良にかかる

企業債償還金などの支出と、その財源となる企業債収入や国庫補助金などをいいます。

（２）　内部留保資金とは

  減価償却費など、実際に現金の支出がない費用を計上したことによって生じた資金を「内部

留保資金」と言います。この内部留保資金は、主に施設整備や、これまでに行った施設整備の

ために借り入れた企業債の元金償還の財源として使われます。

　内部留保資金を財源の一部として整備された施設に使った費用は、その翌年度から減価

償却費として収益的収支の費用に計上され、その実際に現金の支出がない費用が計上さ

れることで、現金（内部留保資金）が積み立てられ、主に今後行わなければならない施設整備の財源

として活用されます。内部留保資金は今ある施設が古くなり、更新する時に使われる貴重な財源と

いえます。また、施設整備（資本的支出）の財源として使われることから、「補てん財源」ともいいます。

　なお、収益的収入が収益的収支を上回った場合、当期純利益が発生し、当期純利益も最後は

内部留保資金となります。

（３）　公営企業会計経理のイメージ図

内部留保資金（補てん財源）＝減価償却費等－長期前受金戻入＋純利益 
                   ＝Ａ－Ｃ＋Ｄ 
                                                    ＝Ｂ＋Ｄ 

維持管理費

企業債償還金

純　利　益（Ｄ）

企業債利息
企業債

建設改良費

料金収入

収益的収支（3条予算） 資本的収支（4条予算）

減価償却費等（Ｂ）
（（Ｃ）差引後）

長期前受金戻入（Ｃ）

収入不足額

一般会計繰入金

収益 費用 収入 支出

一般会計繰入金

長期前受金戻入（Ｃ）

補助金

その他

減
価
償
却
費
等
に
よ
り
財
源
補
て
ん

減
価
償
却
費
等
（Ａ
）

補てん財源

（Ｂ＋Ｄ）
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